
令和４年４月１日以後開始事業年度等分 

 外国法人用 

 

 

【№23】複数の法人税額

の特別控除制度の適用

を受ける場合、適用を受

ける制度に係る別表に

記載した当期税額控除

可能額を転記していま

すか。 

【№２】当事業年度に適用される

別表を使用していますか。 


